
 

 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  令和４年９月２２日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２１号  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８５条第６項の規

定に基づく仮設建築物の建築許

可申請手数料 

 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８７条の３第６項

の規定に基づく興行場等への一

時的な用途変更に係る建築物の

使用許可申請手数料 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

律第８７号

）第５条第

１項から第

住宅の新築

に係る長期

優良住宅建

築等計画の

認定の申請 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

規定する長

期使用構造

等（以下こ

＜省略＞ 

種類 金額 

＜省略＞ 

建築基準法第８５条第５項の規

定に基づく仮設建築物の建築の

許可の申請に対する審査に係る

仮設建築物建築許可申請手数料 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

建築基準法第８７条の３第５項

の規定に基づく興行場等への一

時的な用途変更に係る建築物の

使用許可申請手数料 

１件につき１２

０，０００円 

＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

律第８７号

）第５条第

１項から第

住宅の新築

に係るもの 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

規定する長

期使用構造

等である旨

＜省略＞ 



 

 

３項まで及

び第６項の

規定に基づ

く同条第１

項に規定す

る長期優良

住宅建築等

計画（以下

この表にお

いて「長期

優良住宅建

築等計画」

という。）

等認定申請

手数料 

の表におい

て「長期使

用構造等」

という。）

である旨を

住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律（平成

１１年法律

第８１号）

第５条第１

項に規定す

る登録住宅

性能評価機

関（以下こ

の表におい

て「登録住

宅性能評価

機関」とい

う。）が確

認した場合 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

係る長期優

良住宅建築

等計画の認

定の申請 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第５

条第６項に

規定する長

長期使用構

造等である

旨を登録住

宅性能評価

機関が確認

した場合 

一戸建て住

宅１戸につ

き１９，１

００円、共

同住宅等の

１棟の総戸

３項までの

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の認定

申請手数料 

を住宅の品

質確保の促

進等に関す

る法律（平

成１１年法

律第８１号

）第５条第

１項に規定

する登録住

宅性能評価

機関（以下

この部及び

次部におい

て「登録住

宅性能評価

機関」とい

う。）が確

認した場合 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

係るもの 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

期優良住宅

維持保全計

画（以下こ

の表におい

て「長期優

良住宅維持

保全計画」

という。）

の認定の申

請 

数が５戸以

下のときは

申請１戸に

つき２７，

７００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

６戸以上１

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

４１，２０

０円を同一

の建築物に

ついて同時

に申請が行

われる住戸

の数で除し

て得た額、

共同住宅等

の１棟の総

戸数が１１

戸以上３０

戸以下のと

きは申請１

戸につき５

４，６００

円を同一の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が３１戸

以上５０戸

以下のとき

は申請１戸

につき９３

，０００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が５１戸以

上１００戸

以下のとき

は申請１戸

につき１５

２，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が１０１

戸以上２０

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

２４４，８

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が２

０１戸以上

３００戸以

下のときは

申請１戸に

つき２９８

，５００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が３０１戸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以上のとき

は申請１戸

につき３１

７，７００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額とす

る。 

その他の場

合 

一戸建て住

宅１戸につ

き７５，３

００円、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が５戸以

下のときは

申請１戸に

つき１６３

，１００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が６戸以上

１０戸以下

のときは申

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

請１戸につ

き２５４，

９００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

１１戸以上

３０戸以下

のときは申

請１戸につ

き４９３，

５００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

３１戸以上

５０戸以下

のときは申

請１戸につ

き８７５，

６００円を

同一の建築

物について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

５１戸以上

１００戸以

下のときは

申請１戸に

つき１，４

９７，９０

０円を同一

の建築物に

ついて同時

に申請が行

われる住戸

の数で除し

て得た額、

共同住宅等

の１棟の総

戸数が１０

１戸以上２

００戸以下

のときは申

請１戸につ

き２，７６

２，５００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が２０１

戸以上３０

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

３，９４２

，７００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が３０１戸

以上のとき

は申請１戸

につき４，

８２７，６

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

とする。 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

住宅の新築

について長

期優良住宅

長期使用構

造等である

旨を登録住

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

住宅の新築

について長

期優良住宅

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

＜省略＞ 



 

 

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画等変更

認定申請手

数料 

建築等計画

の認定を受

けた住宅に

係る長期優

良住宅の普

及の促進に

関する法律

第９条第１

項又は第３

項の規定に

よるもの以

外の変更の

認定の申請 

 

 

 

 

宅性能評価

機関が確認

した場合 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

ついて長期

優良住宅建

築等計画の

認定を受け

た住宅に係

る長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

９条第１項

又は第３項

の規定によ

るもの以外

の変更の認

定の申請 

 

長期使用構

造等である

旨を登録住

宅性能評価

機関が確認

した場合 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定申請手

数料 

の普及の促

進に関する

法律第５条

第１項に規

定する長期

優良住宅建

築等計画の

認定を受け

た住宅に係

る同法第９

条第１項又

は第３項の

規定による

もの以外の

変更の認定

の申請のも

の 

る法律第２

条第４項に

規定する長

期使用構造

等である旨

を登録住宅

性能評価機

関が確認し

た場合 

＜省略＞ ＜省略＞ 

住宅の増築

又は改築に

ついて長期

優良住宅の

普及の促進

に関する法

律第５条第

１項に規定

する長期優

良住宅建築

等計画の認

定を受けた

住宅に係る

同法第９条

第１項又は

第３項の規

定によるも

の以外の変

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第２

条第４項に

規定する長

期使用構造

等である旨

を登録住宅

性能評価機

関が確認し

た場合 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 



 

 

 

 

長期優良住

宅維持保全

計画の認定

を受けた住

宅に係る変

更の認定の

申請 

長期使用構

造等である

旨を登録住

宅性能評価

機関が確認

した場合 

一戸建て住

宅１戸につ

き５，２０

０円、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が５戸以下

のときは申

請１戸につ

き１０，５

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が６

戸以上１０

戸以下のと

きは申請１

戸につき１

８，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

更の認定の

申請のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１棟の総戸

数が１１戸

以上３０戸

以下のとき

は申請１戸

につき２６

，６００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

る住戸の数

で除して得

た額、共同

住宅等の１

棟の総戸数

が３１戸以

上５０戸以

下のときは

申請１戸に

つき４９，

６００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

５１戸以上

１００戸以

下のときは

申請１戸に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

つき８５，

３００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

１０１戸以

上２００戸

以下のとき

は申請１戸

につき１４

０，６００

円を同一の

建築物につ

いて同時に

申請が行わ

れる住戸の

数で除して

得た額、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が２０１

戸以上３０

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

１７２，９

００円を同

一の建築物

について同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が３

０１戸以上

のときは申

請１戸につ

き１８４，

４００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額とする。 

その他の場

合 

一戸建て住

宅１戸につ

き３３，４

００円、共

同住宅等の

１棟の総戸

数が５戸以

下のときは

申請１戸に

つき７８，

２００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

６戸以上１

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

１２５，５

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が１

１戸以上３

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

２４６，０

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が３

１戸以上５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

０戸以下の

ときは申請

１戸につき

４４０，９

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が５

１戸以上１

００戸以下

のときは申

請１戸につ

き７５８，

０００円を

同一の建築

物について

同時に申請

が行われる

住戸の数で

除して得た

額、共同住

宅等の１棟

の総戸数が

１０１戸以

上２００戸

以下のとき

は申請１戸

につき１，

３９９，６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

００円を同

一の建築物

について同

時に申請が

行われる住

戸の数で除

して得た額

、共同住宅

等の１棟の

総戸数が２

０１戸以上

３００戸以

下のときは

申請１戸に

つき１，９

９５，００

０円を同一

の建築物に

ついて同時

に申請が行

われる住戸

の数で除し

て得た額、

共同住宅等

の１棟の総

戸数が３０

１戸以上の

ときは申請

１戸につき

２，４３９

，４００円

を同一の建

築物につい

て同時に申

請が行われ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

る住戸の数

で除して得

た額とする

。 

＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 

 

 

 

 

＜省略＞ 
 

備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後

の瀬戸市手数料徴収条例（次項において「新条例」という。）別表中長

期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５

条第１項から第３項まで及び第６項の規定に基づく同条第１項に規定す

る長期優良住宅建築等計画（以下この表において「長期優良住宅建築等

計画」という。）等認定申請手数料の項及び長期優良住宅の普及の促進

に関する法律第８条第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等変

更認定申請手数料の項の規定は、令和４年１０月１日から施行する。    

（経過措置）  

２ 前項本文を除く新条例の規定は、令和４年１０月１日以後に申請する

ものについて適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の例

による。  

 


